


（別 紙） 

加工施設保安規定変更認可申請書の一部補正 

 

１．補正の内容 

令和３年２月１５日付け三原燃第２０－０６９２号をもって申請した三菱原子燃料

株式会社の核燃料物質の加工の事業に係る保安規定変更認可申請書の一部を別添１の

補正対照表のとおり変更する。また，補正後の新旧対照表を別添２に示す。 

 

２．補正の理由 

「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度

等を定める告示」の改正他に伴い，令和３年２月１５日付け三原燃第２０－０６９２

号をもって申請した三菱原子燃料株式会社の核燃料物質の加工の事業に係る保安規定

変更認可申請書の一部について，記載の適正化を行う。 

（該当箇所）：第 82条，第 87条の３，別表第１，別表第５，別表第 16第４項，

添付３ 

 

以上 



 

 

 

 

核燃料物質の加工の事業に係る保安規定 
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補 正 対 照 表 

1 

 

  

  

補 正 前（令和３年２月 15日付け申請） 補 正 後 変更理由 

（非常時用器材の整備） 

第82条 管理総括者は，非常時対策組織に必要な通信連絡用器材，防護具類，放射線計測器，投

光器等を，別表20に示すとおりあらかじめ準備し，常に使用可能な状態に整備しておく。 

 

 

 

 

 

 

（非常時用器材の整備） 

第82条 管理総括者は，非常時対策組織に必要な通信連絡用器材，防護具類，放射線計測器，投

光器等を，別表第20に示すとおりあらかじめ準備し，常に使用可能な状態に整備しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化。 

（緊急作業従事者の線量管理等） 

第87条の３ 管理総括者は，選定した緊急作業従事者を緊急作業に従事させる場合は，次の各号

に定める措置を講じる。 

（１）緊急作業従事者の線量限度は，別表第５に定める値とし，当該従事者の線量が別表

５に定める限度を超え，又は超えるおそれがあるときは，緊急作業への従事禁止を 

指示する。 

（２）緊急作業に従事させる期間中における緊急作業従事者の線量を１月以内ごとに１回

評価し，結果を当該従事者に通知する。 

（３）緊急作業従事者の受ける線量の低減を図るため，適切な放射線防護措置を講じる。 

（４）緊急作業を行った緊急作業従事者に対し，当該作業に従事後１月以内ごとに１回及

び当該作業から離れる際，健康診断を受診させる。 

 

（緊急作業従事者の線量管理等） 

第87条の３ 管理総括者は，選定した緊急作業従事者を緊急作業に従事させる場合は，次の各号

に定める措置を講じる。 

（１）緊急作業従事者の線量限度は，別表第５に定める値とし，当該従事者の線量が別表

第５に定める限度を超え，又は超えるおそれがあるときは，緊急作業への従事禁止を

指示する。 

（２）緊急作業に従事させる期間中における緊急作業従事者の線量を１月以内ごとに１回

評価し，結果を当該従事者に通知する。 

（３）緊急作業従事者の受ける線量の低減を図るため，適切な放射線防護措置を講じる。 

（４）緊急作業を行った緊急作業従事者に対し，当該作業に従事後１月以内ごとに１回及

び当該作業から離れる際，健康診断を受診させる。 

 

 

 

 

○記載の適正化。 
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補 正 前（令和３年２月 15日付け申請） 補 正 後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化。（条文削

除による繰り上げに伴

う適正化。） 
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補 正 前（令和３年２月 15日付け申請） 補 正 後 変更理由 

 

 別表第５ 放射線業務従事者の線量限度 （第 50条，87条の３関係） 
    

            

実 効 線 量 限 度 等  価  線  量  限  度 

男  子 女  子 眼の水晶体 皮 膚 妊娠中女子の腹部表面 

  100mSv／５年     100mSv／５年 100mSv／５年  500mSv／年     2mSv／出産まで 

   50mSv／１年      50mSv／１年 50mSv／１年           (注２) 

       5mSv／３月(注１)       

   妊娠中の内部被ばく       

       1mSv／出産まで       

                  (注２)       

  なお，加工規則第７条の３第２項に規定する緊急作業に係る線量限度は，実効線量について 

 100mSv，眼の水晶体の等価線量について 300mSv及び皮膚の等価線量について１Svとする。 

  ただし，「核燃料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等 

 を定める告示（原子力規制委員会告示第 8号）」第７条第２項第１号，第２号及び第４号に掲げ 
 

 るいずれかの事象に該当する場合にあっては，実効線量について 250mSvとする。 

  この適用は男子の放射線業務従事者に限定する。 

 （注１）女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を社長に書面で申し出た者を除く） 

     について，4月 1日，7月 1日，10月 1日、1月 1日を始期とする各 3月間 

 （注２）本人の申出等により社長が妊娠の事実を知ってから出産するまでの期間 
 

 

 別表第５ 放射線業務従事者の線量限度 （第 50条，87条の３関係） 
    

            

実 効 線 量 限 度 等  価  線  量  限  度 

男  子 女  子 眼の水晶体 皮 膚 妊娠中女子の腹部表面 

100mSv／５年(注 1) 100mSv／５年(注 1) 100mSv／５年(注 1) 500mSv／年 2mSv／出産まで(注 4) 

 50mSv／１年(注 2) 50mSv／１年(注 2) 50mSv／１年(注 2)           

  5mSv／３月(注 3)       

  妊娠中の内部被ばく       

  1mSv／出産まで(注 4)       

  
 

      

  なお，加工規則第７条の３第２項に規定する緊急作業に係る線量限度は，実効線量について 

 100mSv，眼の水晶体の等価線量について 300mSv及び皮膚の等価線量について１Svとする。 

  ただし，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等 

 を定める告示（原子力規制委員会告示第 8号）」第７条第２項第１号，第２号及び第４号に掲げ 
 

 るいずれかの事象に該当する場合にあっては，実効線量について 250mSvとする。 

  この適用は男子の放射線業務従事者に限定する。 

 （注１）平成 13年４月１日以後５年ごとに区分した各期間 

 （注２）４月１日を始期とする１年間 

（注３）女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を社長に書面で申し出た者を除く） 

について，4月 1日，7月 1日，10月 1日、1月 1日を始期とする各 3月間 

（注４）本人の申出等により社長が妊娠の事実を知ってから出産するまでの期間 

 

 

 

○記載の適正化。（法令名

称の適正化及び 5年の区

分の始期と 1年の始期を

明示。） 
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補 正 前（令和３年２月 15日付け申請） 補 正 後 変更理由 

 

 

 

 

○記載の適正化。 

*「別表第 16 保安に関

する記録」第 1項から

第 3 項までは変更な

し。 
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補 正 前（令和３年２月 15日付け申請） 補 正 後 変更理由 

  

（変更なし） 
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補 正 前（令和３年２月 15日付け申請） 補 正 後 変更理由 

 

添付３ 長期施設管理方針 

 

（第 67条の３関連） 

 

 

 

添付３ 長期施設管理方針 

 

（第 67条の２関連） 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化。（条文

削除による繰り上げ

に伴う適正化。） 
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補 正 前（令和３年２月 15日付け申請） 補 正 後 変更理由 

 

長期施設管理方針 

 

 

 

長期施設管理方針（始期：平成 27年 4月 1日、適用期間：１０年間） 

No. 施設管理の項目 実施時期*1 

1 
静的機器のイオン交換装置、粉末輸送装置及び輸送配管の減肉につ

いては、肉厚測定を実施する。 
中期*2 

2 
加熱炉（乾燥機）の駆動用チェーンの疲労割れについては、駆動チ

ェーンの伸び測定を実施する。 

中期 

3 
電気・計測設備の受変電・配電設備については、漏れ電流測定を実

施する。 
中期*3 

4 
電気・計測設備の機械設備の制御機器の絶縁特性低下、導通不良に

ついては、熱画像測定及び絶縁抵抗測定を実施する。 
短期 

*1：実施時期における、平成 27年 4月 1日からの 1～3年間を「短期」、4～6年間を「中 

期」、7年〜10年間を「長期」とする。 

*2：輸送配管は、「短期」とする。 

*3：全体を 2回に分けて 5年毎に実施する。 

 

 

 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

核燃料物質の加工の事業に係る保安規定 

 

新 旧 対 照 表 

（補正後版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 
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変 更 前（令和３年１月 14日付け認可） 変 更 後 変更理由 

 [第1条～第67条 略] 

 

 

第６節 新規制基準対応工事期間における建物・設備の使用及び検査の状態維持 

 

（新規制基準対応工事期間における建物・設備の使用及び検査の状態維持） 

第67条の２ 建物及び設備に対して新規制基準対応工事を行い使用する場合は，設工認

に従って工事が完了し，新規制基準対応工事の建物・設備が使用前検査に合格す

るまで又は使用前確認が終了するまでの間，担当課長は，第60 条の７に定める保

全計画を策定し，これに基づき保全を実施し，その機能を維持する。 

 

 

第７節 加工施設の経年変化に関する技術的な評価及び長期施設管理計画 

 

（加工施設の経年変化に関する技術的な評価及び長期施設管理計画） 

第67条の３ 担当課長は，「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的考

え方」等を参考とし，10年を超えない期間毎に， 加工施設の経年変化に関する技

術的な評価（ 以下「高経年化に関する技術評価」という。） を実施し，施設の

保全のために実施すべき措置に関する 10年間の長期施設管理方針（加工施設の保

全のために実施すべき措置に関する 10年間の計画）を策定する。また，担当課長

は，高経年化に関する技術評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更す

る場合は，当該評価の見直しを行う。 

なお，高経年化に関する技術評価とは，加工施設について，その構成する建

物・構築物及び設備・機器のうち安全機能を有するものについて， 工学的に想

定される経年変化事象の影響を分析し，その建物・構築物及び設備・機器に施さ

れている現状の保全活動が，その経年変化事象の顕在化による建物・構築物及び

設備・機器の機能喪失を未然に防止できるかどうかの評価を行うことをいう。 

２．加工施設の長期施設管理方針は添付３に示すものとする。  

 

 [同 左] 

 

 

[削 除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 加工施設の経年変化に関する技術的な評価及び長期施設管理計画 

 

（加工施設の経年変化に関する技術的な評価及び長期施設管理計画） 

第67条の２ 担当課長は，「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的考

え方」等を参考とし，10年を超えない期間毎に， 加工施設の経年変化に関する技

術的な評価（ 以下「高経年化に関する技術評価」という。） を実施し，施設の

保全のために実施すべき措置に関する 10年間の長期施設管理方針（加工施設の保

全のために実施すべき措置に関する 10年間の計画）を策定する。また，担当課長

は，高経年化に関する技術評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更す

る場合は，当該評価の見直しを行う。 

なお，高経年化に関する技術評価とは，加工施設について，その構成する建

物・構築物及び設備・機器のうち安全機能を有するものについて， 工学的に想

定される経年変化事象の影響を分析し，その建物・構築物及び設備・機器に施さ

れている現状の保全活動が，その経年変化事象の顕在化による建物・構築物及び

設備・機器の機能喪失を未然に防止できるかどうかの評価を行うことをいう。 

２．加工施設の長期施設管理方針は添付３に示すものとする。 

 

 

 

○本条項については，施設管

理 第 60条の 7（保全計画

の策定）にて読み込めるこ

とから削除する。 

 

 

 

 

 

 

○前節、前条削除に伴う適正

化。 
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変 更 前（令和３年１月 14日付け認可） 変 更 後 変更理由 

[第 68条～第81条 略 ] 

 

 

 

（非常時用器材の整備） 

第82条 管理総括者は，非常時対策組織に必要な通信連絡用器材，防護具類，放射線計測器，投

光器等を，別表20に示すとおりあらかじめ準備し，常に使用可能な状態に整備しておく。 

 

 

[第 83条～第87条の２ 略] 

 

 

（緊急作業従事者の線量管理等） 

第87条の３ 管理総括者は，選定した緊急作業従事者を緊急作業に従事させる場合は，次の各号

に定める措置を講じる。 

（１）緊急作業従事者の線量限度は，別表第５に定める値とし，当該従事者の線量が別表

５に定める限度を超え，又は超えるおそれがあるときは，緊急作業への従事禁止を 

指示する。 

（２）緊急作業に従事させる期間中における緊急作業従事者の線量を１月以内ごとに１回

評価し，結果を当該従事者に通知する。 

（３）緊急作業従事者の受ける線量の低減を図るため，適切な放射線防護措置を講じる。 

（４）緊急作業を行った緊急作業従事者に対し，当該作業に従事後１月以内ごとに１回及

び当該作業から離れる際，健康診断を受診させる。 

 

 

[第 88条～第125条 略] 

 

 

[同 左] 

 

 

 

（非常時用器材の整備） 

第82条 管理総括者は，非常時対策組織に必要な通信連絡用器材，防護具類，放射線計測器，投

光器等を，別表第20に示すとおりあらかじめ準備し，常に使用可能な状態に整備しておく。 

 

 

[同 左] 

 

 

（緊急作業従事者の線量管理等） 

第87条の３ 管理総括者は，選定した緊急作業従事者を緊急作業に従事させる場合は，次の各号

に定める措置を講じる。 

（１）緊急作業従事者の線量限度は，別表第５に定める値とし，当該従事者の線量が別表

第５に定める限度を超え，又は超えるおそれがあるときは，緊急作業への従事禁止を

指示する。 

（２）緊急作業に従事させる期間中における緊急作業従事者の線量を１月以内ごとに１回

評価し，結果を当該従事者に通知する。 

（３）緊急作業従事者の受ける線量の低減を図るため，適切な放射線防護措置を講じる。 

（４）緊急作業を行った緊急作業従事者に対し，当該作業に従事後１月以内ごとに１回及

び当該作業から離れる際，健康診断を受診させる。 

 

 

[同 左] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化。 
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変 更 前（令和３年１月 14日付け認可） 変 更 後 変更理由 

 

付 則 

１．施行期日 

本規定は， 原子力規制委員会の認可を受けた後，10日以内に施行する。 

ただし，廃液処理設備（6）については，事業者検査に合格した日の翌日から施行する。 

 

 

 

[２．～３．略] 

 

 

 

 

 

付 則 

１．施行期日 

本規定は， 原子力規制委員会の認可を受けた後，10日以内に施行する。 

ただし，廃液処理設備（6）については事業者検査に合格した日の翌日から，眼の水晶体の線量限

度（別表第５）については令和３年４月 1日から施行する。 

 

 

[同 左] 

 

 

 

 

 

 

○眼の水晶体の線量限度に

ついての適用は，「核原料

物質又は核燃料物質の製

錬の事業に関する規則等

の規定に基づく線量限度

等を定める告示」の一部改

正の施行日からとする旨

を明記する。 
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変 更 前（令和３年１月 14日付け認可） 変 更 後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化。（条文削除に

よる繰り上げに伴う適正

化。） 
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変 更 前（令和３年１月 14日付け認可） 変 更 後 変更理由 

 

 別表第５ 放射線業務従事者の線量限度 （第 50条，87条の３関係） 
    

            
実 効 線 量 限 度 等  価  線  量  限  度 

男  子 女  子 眼の水晶体 皮 膚 妊娠中女子の腹部表面 

  100mSv／５年     100mSv／５年 150mSv／年  500mSv／年     2mSv／出産まで 

   50mSv／１年      50mSv／１年 
 

          (注２) 

       5mSv／３月(注１)       

   妊娠中の内部被ばく       

       1mSv／出産まで       

                  (注２)       

  なお，加工規則第７条の３第２項に規定する緊急作業に係る線量限度は，実効線量について 

 100mSv，眼の水晶体の等価線量について 300mSv及び皮膚の等価線量について１Svとする。 

  ただし，「核燃料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等 

 を定める告示（原子力規制委員会告示第 8号）」第７条第２項第１号，第２号及び第４号に掲げ 
 

 るいずれかの事象に該当する場合にあっては，実効線量について 250mSvとする。 

  この適用は男子の放射線業務従事者に限定する。 

 （注１）女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を社長に書面で申し出た者を除く） 

     について，4月 1日，7月 1日，10月 1日、1月 1日を始期とする各 3月間 

 （注２）本人の申出等により社長が妊娠の事実を知ってから出産するまでの期間 
 

 

 別表第５ 放射線業務従事者の線量限度 （第 50条，87条の３関係） 
    

            
実 効 線 量 限 度 等  価  線  量  限  度 

男  子 女  子 眼の水晶体 皮 膚 妊娠中女子の腹部表面 

100mSv／５年(注 1) 100mSv／５年(注 1) 100mSv／５年(注 1) 500mSv／年 2mSv／出産まで(注 4) 

 50mSv／１年(注 2) 50mSv／１年(注 2) 50mSv／１年(注 2)           

  5mSv／３月(注 3)       

  妊娠中の内部被ばく       

  1mSv／出産まで(注 4)       

  
 

      

  なお，加工規則第７条の３第２項に規定する緊急作業に係る線量限度は，実効線量について 

 100mSv，眼の水晶体の等価線量について 300mSv及び皮膚の等価線量について１Svとする。 

  ただし，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等 

 を定める告示（原子力規制委員会告示第 8号）」第７条第２項第１号，第２号及び第４号に掲げ 
 

 るいずれかの事象に該当する場合にあっては，実効線量について 250mSvとする。 

  この適用は男子の放射線業務従事者に限定する。 

 （注１）平成 13年４月１日以後５年ごとに区分した各期間 

 （注２）４月１日を始期とする１年間 

（注３）女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を社長に書面で申し出た者を除く） 

について，4月 1日，7月 1日，10月 1日、1月 1日を始期とする各 3月間 

（注４）本人の申出等により社長が妊娠の事実を知ってから出産するまでの期間 
 

 

○記載の適正化。（法令名称の

適正化並びに 5 年の区分の

始期及び 1 年の区分の始期

を明示。） 
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変 更 前（令和３年１月 14日付け認可） 変 更 後 変更理由 

 

 

 

 

○記載の適正化。 

*「別表第 16 保安に関する

記録」第 1 項から第 3 項ま

では変更なし。 
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変 更 前（令和３年１月 14日付け認可） 変 更 後 変更理由 

 

 

 

（変更なし） 
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変 更 前（令和３年１月 14日付け認可） 変 更 後 変更理由 

 

添付３ 長期施設管理方針 

 

（第 67条の３関連） 

 

 

 

添付３ 長期施設管理方針 

 

（第 67条の２関連） 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化。（条文削除に

よる繰り上げに伴う適正

化。） 
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変 更 前（令和３年１月 14日付け認可） 変 更 後 変更理由 

 

長期施設管理方針 

 

 

 

長期施設管理方針（始期：平成 27年 4月 1日、適用期間：１０年間） 

No. 施設管理の項目 実施時期*1 

1 
静的機器のイオン交換装置、粉末輸送装置及び輸送配管の減肉につ

いては、肉厚測定を実施する。 
中期*2 

2 
加熱炉（乾燥機）の駆動用チェーンの疲労割れについては、駆動チ

ェーンの伸び測定を実施する。 

中期 

3 
電気・計測設備の受変電・配電設備については、漏れ電流測定を実

施する。 
中期*3 

4 
電気・計測設備の機械設備の制御機器の絶縁特性低下、導通不良に

ついては、熱画像測定及び絶縁抵抗測定を実施する。 
短期 

*1：実施時期における、平成 27 年 4月 1日からの 1～3年間を「短期」、4～6年間を「中 

期」、7年〜10年間を「長期」とする。 

*2：輸送配管は、「短期」とする。 

*3：全体を 2回に分けて 5年毎に実施する。 

 

 

 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 




